
公告第  T-2   号
令 和 3年 1月 27日

公  告
契約担当官
航空自衛隊中部航空警戒管制
会計隊長  平 山 光 太

下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

記

(3)内訳書提出 : 有 (落札者のみ様式任意)

:令 和 3年 2月 10日 (水)10時 45分

: 埼玉県狭山市 航空自衛隊 中部航空警戒管制団 会計隊 入札室

前∩U

:(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)全省庁統一資格「 物品の販売 」D級以上及び競争参加地域
「関東・甲信越」の資格を許可されている者。
(3)防 衛 装 備 庁 長 官 又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調
達に係る指名停上の要領」に基づく指名停上の措置を受けている期間中
の者でないこと。

(4〉 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあ
る者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若 しくは役務請負に
ついて防衛省と契約を行お うとする者でないこと。
(5)原則、現に指名停上を受けている者の下請負については認めないもの
とする。ただし、真にやむを得ない事由を 防 衛 装 備 庁 長 官 が認め

た場合には、この限りではない。
(6)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている
こと。
(7)予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、契約担当官が定める入札
参加資格として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生

可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネ
ルギー・節電に関する情報提供の取組みに関し、別途配布する「二酸化

炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」
の入札適合条件を満たすこと。

(8) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」 の要件 を満 たす 再生 可能 エネ ル ギー 電
気を供給することとし、その電気は再生可能エネルギー比率100%と する
こと。

: 総額 決定 (予定総額)
(同価入札がある場合、予決令第83条に基づき、くじ引きにより落札者を

決定する。なお、郵便入社の場合、入札事務に関係のない職員が代って実

施する。 )

:(1)落札決定にあたつては、入札書に記載された金額 (消費税及び地方消
費税込み)をもって落札価格とする。
(2)入札価格の算定にあたつては、力率割引又は割増、発電費用等に係る
燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の

調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

(3)新型コロナウイルス感染拡大防止のための入札対応措置について
(令和3年 1月 6日 )に基づき、郵便入社のみの受付とする。
配達記録を有する手段により、令 和 3年 2月 9日 (火)必着とする。
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5落 札 決 定 方 式 等

6入  オL 方  法

履行期間品名 (件名 )

航空自衛隊峯岡山分屯基地 (動力
負荷)で使用する電気 航空自衛隊峯岡山分屯基地 令和3年 4月 1日 ～令和4年3月 31日



7保  証  金

8入 札 の 無

等 : 入札保証金 ・・・ 免除  契約保証金 ・・・ 免除
(ただし、入札保証金を免除した場合において、落札者が契約を結ばないと
きは、入札保証金相当額 (見積もる契約金額の100分の5以上)を徴収す
る。 )

効 : 参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。

:(1)確認書類
ア 全省庁統一参加資格審査結果通知書の写し
(平成31・ 32・ 33年度 (令和元 。2・ 3年度)全省庁統一参加資格申請が確
認できる書類を含む。 )
イ 適合証明書
ウ 適合証明書の確認書類
工 特定電源割当計画書 (様式任意 )
(2)提出期限
令和3年2月 5日 (金)必着
(3)提出先
次項第 2号に示す連絡先に配達記録を有する手段により郵送又は持参す
ること。

(1)入札書に記載された金額に 1円未満の端数がある場合は、その端数を切
り捨てる。
(2)本書記載事項の詳細及び仕様書等の貸出又は閲覧については、会計隊担
当者まで照会されたい。
〒350-1324 埼玉県狭山市稲荷山2-3
航空自衛隊入間基地 会計隊契約班 (担当 :高橋)
電   話 :04-2954-0954、  04-2953-9390 (直通 |)
F｀ AX :04-2952-5267
(3)仕様書の内容等に係る質問は、要求元担当者に照会されたい。
担当 :山本 (峯岡山分屯基地施設班)
露r言舌:0470-46-3001(内線 :304)

9契約書等作成の必要の有無 :有

10適 用す る契約 条項 :航空自衛隊標準契約条項、
電力需給契約条項及び適用契約条項の関係条項による。

11契約条項を示す場所 : 埼玉県狭山市 航空自衛隊 中部航空警戒管制団 会計隊 事務室

12確 認書類 の提 出等

13そ の   他



令和3年2月 10日

殿

入札書

貴公告人札通知に対して「入札及び契約心得」

契約条件等承諾の上提出します。

契約担当官

航空自衛隊中部航空警戒管制団

会計隊長 平山 光太郎
者

所
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代

履 行 期 間 令和3年4月 1日 ～令和4年3月 31日

供 給 場 所 航空自衛隊峯岡山分屯基地

品 名 (件 名 ) 規  格 単位 数 量 単  価 金   額

航空自衛隊峯岡山分屯基地 (動
力負荷)で使用する電気 仕様書のとお り

以下余白

入 札 金 額 (税 込 ) ¥

式



2

電力需給契約仕様書

1概 要
(1)件  名  航空自衛隊峯岡山分屯基地 (動力負荷)で使用する電気

(2)供給場所  千葉県南房総市丸山平塚乙2-564
航空自衛隊峯岡山分屯基地 (動力負荷)

(3)業種及び用途

国家事務、航空自衛隊 (動力負荷)

仕 様

1)供給電気方式等
ア 供給電気方式
イ 供給電圧 (標準電圧)
ウ 計量電圧 (標準電圧)
工 標準周波数
オ 受電方式
2)契約電力及び予定使用電力量
ア 契約電力   常時電力
(ただし、各月の契約電力 (常時電力)は、その 1月 の最大需要電力と前 11

月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)

イ 予定使用電力量 2, 158, 200キ ロワツト時  別紙第 1参照

(令和 3年度月別予定使用電力量は別紙第 1の とおりとする。)

(令和 2年度月別使用電力実績は別紙第 2の とおりとする。)

(3)入札参加資格
ア 国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約

の推進に関する基本方針 (平成 31年 2月 8日 閣議決定)2.(1)に いう裾切

り方式によること。この場合において、入札に参加する者に必要な資格を設定す

るに当たっては、環境省の示す基準に準拠するものとする。

イ 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」 の要件を満たす再生可能エネルギー電

気を供給することとし、その電気は再生可能エネルギー比率 100%と すること。

参照 :別紙第3 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」 の概要
別紙第 4 GOing100%―REl

(4)契約期間
自 令和 3年 4月 1日 0時 至 令和 4年 3月 31日 24時
(5)電力量の検針
ア 自動検針装置     あり

交流 3相 3線式

6, 000ボル ト
6, 000ボル ト
50ヘルツ
1回線受電

338キ ロワット



イ 電力会社の検針方法
ウ 計量器
(6)需給地点

峯岡山分屯基地に設置された第 1号柱上の開閉器電源側と送配電事業者
の架空

引込線との接続点

(7)電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

(8)保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点に同じ。

(9)提出書類
供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率に

ついて確認できる資

料を書面で提出すること。

参照 :別紙第 5 特定電源割当証明書様式例
(10)提示書類
参加資格に係る適合証明書、その他の書面及び特定電源割当計画書を

それぞれ入

札手続きにおいて提示すること。

参照 :別紙第6 特定電源割当計画書様式例

3 その他
(1)非常用自家発電設備を有している。

(2)フ リッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有して
いない。

(3)力率の変動、その他の要因による電気料金の調整、太陽光発電促進付加金及
び仕

様書に定めのないその他の供給条件については、関東管内
の一般送配電事業者が定

める標準供給条件による。なお、入札価格の算定にあた
つては、基本料金の力率割

引または割り増し、燃料費調整及びみなし小売電気事業者
による再生可能エネルギ

ー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しな
いものとする。

(4)単位及びその端数処理は次のとおりとする。

ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、 1キ ロワツトとし、その端数は小数点以

下第 1位で四捨五入とする。

イ 使用電力量の単位は、 1キ ロワット時とし、その端数は小数点以下第 1位で四

捨五入とする。

ウ 料金その他の計算における合計金額の単位は、 1円 とし、その端数は小数点以

下を切り捨てる。

工 消費税額及び地方消費税額の単位は、 1円 とし、その端数は小数点以下を切り

捨てる。

自動検針装置による検針

電力需給用複合計器 (通信機能付)



令和 3年度月別予定使用電力量 (峯岡山分屯基地 (動力負荷))

別紙第 1

7月 1日 から9月 30日 までの期間における、毎日午後 1時から午後 4時

までの時間。ただし、下記の休日等に定める日の該当する時間を除く。

7月 1日 から9月 30日 までの期間における、毎日午前 8時から午後 10時

までの時間。ただし、ピーク時間及び下記の休日等に定める日
の該当する

時間を除く。

4月 1日 から6月 30日 までの期間及び 10月 1日 から3月 31日 までの

期間における、毎日午前 8時から午後 10時までの時間。ただし、下記の

体日等に定める日の該当する時間を除く。

ピーク時間、夏季昼間時間及びその他季昼間時間以外の時間。

日曜日、 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、 1月 2日 、 1月 3日 、

4月 30日 、 5月 1日 、 5月 2日 、 12月 30日 、 12月 31日

・ ピーク時間……………

・夏季昼間時間………

。その他季昼間時間…

・夜間時間……………

・休日等…………………

区分 総使用電力量

(kWh)

ピーク時間

(kWh)

夏季昼間時間

(kWh)

その他季昼間時間

(kWh)

夜  間
(kWh)

4 174,500 77,300

80,100

97,200

5 188,200 108,100

6 171,300 88,600 82,700

7 175,100 18,500 68,200 88,400

8 204,700 20,600 78,100 106,000

9 157,000

10 183,300

14,900 56,600 85,500

92,600 90,700

11 176,100 83,600 92,500

12 186,500 83,300 103,200

1 186,400 83,500 102,900

2 175,000 79,100 95,900

3 180,100 89,300 90,800

合 計 2,158,200 54,000 202,900 757,400 1,143,900



別紙第 2

令和 2年度月別使用電力実績 (峯岡山分屯基地 (動力負荷))

区分 総使用電力

(kWh)

ピー ク時間

(kWh)

夏季昼間時間 その他季昼間時間 夜  間
(kWh)

最大電力

(kW)(kWh) (kWh)

力率

(%)

4 174,382 77,244 97,138 276 100

100
5 188,062 80ダ 021 108,041 338

6 171,178 88,546 82"632 293 100

7 174,890 18,442 68,126 88,322 307 100

8 204,571 20,520 78,086 105,965 319 100

9 156,879 14,863 56,542 85,474 314 100

10 183,278 92,582 90,696 283 100

11 176,009 83,587 92,422 271 100

12 186,437 83,278 103,159 281 100

1 186,281 83,443 102,838 283

283

100

2 174,921 79,087 95,834 100

3 180,043 89,261 90,782 278 100

合 計 2,156,931 53,825 202,754 757,049 1,143,303

※ 12月 ～3月 は前年

(注 )

・ ピーク時間…………

・夏季昼間時間………

。その他季昼間時間…

・夜間時間……………

・休 日午 ………………

度実績による。

7月 1日 から9月 30日 までの期間における、毎日午後 1時から午後 4時までの

時間。ただし、下記の休日等に定める日の該当する時間を除く。

7月 1日 から9月 30日 までの期間における、毎日午前 8時から午後 10時まで

の時間。ただし、ピーク時間及び下記の休日等に定める日の該当する時間を除
く。

4月 1日 から6月 30日 までの期間及び 10月 1日 から3月 31日 までの期間

における、毎日午前 8時から午後 10時までの時間。ただし、下記の体日等に定

める日の該当する時間を除く。

ピーク時間、夏季昼間時間及びその他季昼間時間以外の時間。

日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、 1月 2日 、 1月 3日 、

4月 30日 、 5月 1日 、5月 2日 、 12月 30日 、 12月 31日



別紙第3

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」  の概要

「RE100 TECttICAL CRITERIA(※
)」 において、再生可能エネルギー源 と認め

られているのは、以下のものである。

1.バイオマス (バイオガスを含む )

2.地熱
3.太陽光
4.水力
5.風力

また、RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり

定められている。記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電

力証書の購入等も調達方法として認められている。なお、調達する再生可能
エ

ネルギー電気 (電力証書を含む。)に付随する環境価値については、重複利用

がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。そのため、

調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第二者
へ移

転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。

表 RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法

*.: laopori*J rl* RE]00 Technical Advisorv Group が評価の上、

RE1 00の運営委員会が適正を判断する

資料 :RE100 TECHNICAL CRITERIAを 基に作成

〉くhttp://media.vi― rbcdn.oom/files/73/4o55f6034585b02f―

RE100TechnicalCriteria.pdf

1.企業が保有する発電設備による発電

2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入

3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入

4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入

5.供給者 (電気事業者)との契約 (グリーン電カメニュー)

6.環境価値を切り離した電力証書の購入

7.その他の方法



別紙第 4

Going 100% RE100
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Companies joining RE1O0 make a global, public commitment to

100% renewable electricitY.
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別紙第 5

特定電源割当証明書様式例

00年 0月 0日

特 定 電 源 割 当 証 明 書

●●00
oo 00 様

Oo県 00市 00
株式会社OOOO
代表取締役 00 00 印

00年 O半期に以下の通り00●●に電力を供給したことをここに証する。

また、供給電猥情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、0000に 移転したことと、いかなる第二者
へも移転されていないこ

とをここに証する。

1 お客様情報
お客様番号

需要施設名

需要施設住所

契約電力

0000
0000
00県 OO市 00
0000kW

2 供給期間
00年 0月 0日 ～0月 0日

3 再生 エネルギー ( の内訳 のとおり)

分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 騒 ヨ

再エネ出来電力量
〈kwh)【 A】
供給電力量
(kWh)【 自】
再ェネ比率

(%)【 A/曰 】

:,1饉】再生可能エネルギー自来電力■の内訳 (0月 )

躙r,7■
~■
ヨ 再生可鼈エネルギー漂■日 劇当量力■ (kWh)

00

合計 (kWh)

メ

遭議喜離
=岳
ご言 壼瞼EE=三二F = ■

==コ
OO嘔OO市00 ●コ開 00 0■ O月 0日 -0年 0月 0日

合計 (kWh)

電計 (kWh)



別紙第6

特定電源割当計画書様式例

00年 0月 0日

特 定 電 澤 割 当 計 画 書

0000
oo 00 様

00県 00市00
株式会社O000
代表取締役 00 00 印

00年産に以下の■り●●●●に■力を供給することを計目する。

また、供給電凛情報に記●の割普電力■に係る環境価値については、0000に移転する計画である.

1 需要廊骰名等
需要施設名

需要施設住所

契約予定■カ

0000
00県OO市00
0000kW

2 供給期間
00年 0月 0日 ～0月 0日

3

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 魔 ]

再エネ出来電力■

(kwh〉 【A】

腱綸■力量
(kWh)【 B】
再エネ比率
(%)【 A/B】

【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳

1 再エネ電
所 名 住 所 a4)1,+ 口 当電力 (kWh

OO O 市 水 カ O

合針 (kWh)

2 書によ 個 (環境価 つ証書 用いた電カメニューを る場合のみ記載 )

総計 (kWh)

OO 0OOO発 電所

合計 (kWh)

※計画作成時点において、供給元発電所等について未定である場合は、可能な範囲で細部に
ついて記載すること



男IJ氏

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

1条 件
電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示 (※)しており、かつ、①平成30年度
lkWh当たりの二酸化炭素排出係数、②平成30年度の未利用エネルギー活用状況、③平成
30年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提

供の取組の4項目に係る数値を以下の配点表に当てはめた場合の合計点が70点以上である
こと。

配点表

要 素 区 分 配点

①平成30年度lkWh当たりの二酸化炭素排
出係数 (単位 :kg―C02/kWh)

0.000以 上 0.400未 満 70
0.400以 上 0.425未 満 65
0.425以 上 0.450未 満 60
0.450以 上 0.475未 満 55
0.475以 上 0.500未 満 50
0.500以上 0.525未 満 45
0.525以 上 0.550未 満 40
0.550以 上 0.575未 満 35
0.575以 上 0.600未 満 30
0.600以 上 0.625未 満
0.625以 上 0.810未 満

25

20

0.810以 上 0

②平成30年度の未利用エネルギー活用状況

0.675%以 上 10

0%超    0.675%メ 満゙ 5
0活用していない

③平成30年度の再生可能エネルギー導入状況

7.50%以上 20

5.00%以 _ヒ  7.50%未満
2.50%以 上  5.00%未 満

15

10

0%超  2.50%未 満 5

活用していない 0

④需要家への省エネルギー・節電に関する情報

提供の取組

取り組んでいる
ｒ
Ｏ

取り組んでいない 0

各用語の定義は、「各用語の定義」を参照Ю

経済産業省「電力の小売営業に関する指針」 (最新版を参照)に示された電源構成等
の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力

の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開

始日から1年間に限って開示予定時期 (事業開始日から1年以内に限る。)を明示す
ることにより、適切に開示したものとみなす。

※



2添付書類等
入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類|と して、 1の条件を満たすことを示す書類及
びその根拠を示す書類を添付すること。
3 契約期間内における努力等
(1)契約相手方は、契約期間の1年間についても、 1の表による合計が70点以上となるよう
に電力を供給するよう努めるものとする。

(2)1の基準を満たして電力供給を行つているか否かの確認のため、必要に応じ関係書類の提
出及び説明を求めることがある。また、契約相手方は、契約履行期間終了後可能な限り速や
かに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。

添付書類 :1 各用語の定義
2適合証明書



各用語の定義

用 語 定  義
① 平成∞年度 1

kWh当 たり
の二酸化炭素

排臨 数

「平成∞ 年度 lk冊 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。

地城 |1目1慶化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されて

いる平成 30年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数 なお、公表されて
いない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した機 排出係数を用いることが

できるものとする。

② 平成 30年度の

未利用エネル

ギー活用状況

未禾1用エネルギーの有効活用の観点から、平成 30年度における未オ|」用エネルギ
ーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。

平成 30年度α珠オ|」用エネルギーによる発電電力量 (送電端)は恥)を平成 30年

度の供給電力量 (需要端)は冊)で除した数値
(算定方:⇒

平成 船年度の未利用エネルギーの活用決兄① =平成∞年度の未利用エネルギ‐―

による発電電力量 (送電聯 二平成30年度の供給電力量 (需要端)× 100

1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の末利用エネルギ
ーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーに

よる発電量を算出する。

①未禾|」用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方

の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分す

る。

②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱1量力判明しない場合は、新 1」用

エネルギーに該当しなしVヒ石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から

未利用エネルギーに該当しなしVヒ:石i燃滲1等の燃暁に伴う発電量を算出し、当該

数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。

2.未オ|」用エネルギーとは、発電l研:|」用した次に掲げるエネルギー (他社電力購

入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未

利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。

①工場等の廃熱又は排圧

②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱 (「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関す
｀
る物 l躍置法 (議え23`噌舞読 108→ 似下 贖IT洵

という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するもの

を除く。)

③高炉ガス又は副生ガス

3.平成30年度の未利用エネルギーによる発電電力量にはイレ」涜霜気事業者ヘ

の販売分は含まない。

4.平成30年度の供給電力量には1レJヽた電気事業者への販売分は含まない。



③ 平成

“

年度の

再生可能エネ

ルギーの導入

状況

再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの

(算定方:⇒

平成 30年度の再生可能エネルギーの導入状況 (%)=①+②+③+④+⑤■⑥×1∞

①平成30年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気α利用量

(送電端 ∈冊))

②平成 30年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量

(送電端(k鵬))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度によ
る買取電力量は除く。)

③グリーンエネルギー0鯰 肖1蕩湘当量認証制度 により所内消費分の電力に

由来するものとして認証されたグリーンエネルギくヽ脱 肖l嚇湘当量に相

当するグリーンエネルギー の電力量 は恥)(ただし、平成∞ 年度の小
売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)

④J―クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレ

ジットの電力相当量 0い (ただし、平成30年度の小売電気事業者の調
整後排出係数の算定に用いたものに限る。)

⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネ

ルギー電気に係る非化石証書の量 ∈恥)(ただし、平成30年度の小売電
気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)

⑥平成 30年度の供給電力量 (需要端(�h))

1.再生可能エネルギー電気と|よ FIT法第二条第4項に定められる再生可能■

ネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力

(30,0∞kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、 地熱、バイオマスを用いて

発電された電気とする。 (ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる

再生可能ェネルギー電気については含まない。)

2.平成∞ 年度の再生可能エネルギー電気C禾 |」用量 (①+②十③十④十⑤)に
はイレJv売電気事業者への販売分は含まない。

3.平成30年度の供給電力量 (⑥)にはイレIJヽ売電気事業者への販売分は含まな
い 。

④ 需要家への省

エネルギー・節

電に関する情

事財是伊はЭ取組

需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家

の省エネルギーの促進の観点から評価する。

具体的な評価内容として、

・電カデマンド監視による使用電力量の表示 (見えるイD
。需給逼迫時等における需要家|の電力使用抑制に資するりヽ一ビス (リアルタイ

ムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導:～

例え|よ 需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にするこ

と、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫

時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対し

て電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する

省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであ

り、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提出ヽ 毎月の検針結

果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。



書日月口Ｈ
ノ

Ｅ
Ｌ
ｉ訂〈
日
適

令和  年  月  日
(契 約 担 当 官 等〉

航空自衛隊

中部航空警戒管制団 会計隊長 殿

住   所
商号又は名称

代表者氏名印

下記のとおり相違ないことを証明します。

記

1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の1青報の開示方法

2 平成 30年度の状況

項 目 取組の有無 点 数

④ 需要家
^の
省エネルギー・節電に関する情報提供の取組

①～④の合計点数

注1:1の開示は、経済産業省「電力のノJV売営業に関する指針」帳新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示

に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入したノ」ヽた電気事業者 (事業開

始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及ひ朝示予定時期 (参入日か

ら1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。

注2:2の「自社の基準値」及び「点数|にlよ 配点表により算出した値を記載すること。

注3:1の開示方法 (又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点激が 70点以上となった者を本

案件の入札適合者とする。

注4:1及び 2の条件を満たすことを′げ 書類を添付すること

開 示 方 法 番号

①ホームページ

④その他 (

②パンフレット ③チラシ

)

項 目 自社の基準値 点 数

①
平成∞年度 lkWh当たりの二酸化炭素排出係数

(単位 :kg― C02′/kWh)

② 平成 30年度の未利用エネルギー活用状況

③ 平成∞年度の再生可能エネルギー導入状況


